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銚子市芦崎終末処理場等包括的維持管理業務プロポーザル審査基準 

 

１ 総合評価点の採点方法 

 

総合評価点は、募集要領で求める技術提案書に技術評価点１２０点を、提案

価格書に価格評価点８０点を配点し、合計２００点満点とする。 

  各委員のプレゼンテーションにより審査した技術評価点の平均値に価格評

価点を加算し総合評価点とする。 

  技術評価点及び価格評価点は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで

とする。 

 

総合評価点 

＝ 出席委員による技術評価点の合計／出席委員数（１２０点満点） 

＋ 価格評価点（８０点満点） 

 

  

２ 技術評価点の採点方法 

 

  技術評価点の審査項目及び配点は次のとおりとする。 

項  目 配 点 

会社の信頼性・取組姿勢に関する事項 ３５点 

業務に関する事項 ８５点 

 

審査内容、詳細配点は、資料３－２「銚子市芦崎終末処理場等包括的 

維持管理業務プロポーザル審査表」による。 

 なお、評価項目ごとの採点方法は次のとおりとする。 

 

・審査項目番号① 

   次の基準に従い、得点を定める。 

ア 資本金が 1 億円より大きい規模であれば 2 点、5,000 万円より大き

く 1億円以下であれば 1点を与える。5,000万円以下であれば 0点と

する。 
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イ 従業員数（正社員）が 300人より大きい規模であれば 2点、100人より

大きく 300 人以下であれば 1 点を与える。100 人以下であれば 0 点とす

る。 

ウ 下水道法施行令第 15条の 3に記載されている資格を有する正社員が 30

人を超えていれば 2点、10人を超え 30人以下であれば 1点を与える。10

人以下であれば 0点とする。 

エ 過去 2年度分の決算書において、2年度すべて純利益を計上していれば

4 点、1 年度のみ純損失を計上していれば 2 点を与える。2 年度すべて純

損失を計上していれば 0点とする。 

 

・審査項目番号②～④ 

  法人等の契約実績、業務統括責任者の実務経験に応じて得点を定める。 

 

・審査項目番号⑤～⑭ 

  各項目の配点に次表の得点率を乗じて得点を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

得点率 判断基準

A 特に優秀 1.0 審査内容、着眼点について、特に優れた内容であり、満足できる。

B 優秀 0.8 審査内容、着眼点について、優秀な内容である。

C 良好 0.6 審査内容、着眼点について、良好な内容である。

D 標準 0.4 審査内容、着眼点について、平均的な内容である。

E 不十分 0.2 審査内容、着眼点について、内容が乏しい、または劣っている。

F 不適切 0 審査内容、着眼点について、内容が不適切、または記載がない。

審査
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３ 価格評価点の採点方法 

  

  価格評価点の審査項目は次のとおりとする。  

   ・提案価格が適正か 

   ・提案価格の内訳に重大な欠落事項がないか。 

 

価格評価点の配点は、８０点とする。 

  上限価格と同額（１００％）に５０点を、上限価格の６５％から７５％に 

８０点を配点し、次の計算式により算出した点数。 

  なお、上限価格を超える金額、６５％を下回る金額及び重大な欠落事項が

あった場合は、０点とする。 

 

  価格評価点 

  ＝（△提案価格／上限金額×３０／０．２５）＋（５０＋３０／０．２５） 

 

   

価格評価点

８０点

５０点

０点

65% 75% 100%

 

 

４ 受託候補者（優先交渉権者）の決定方法 

 

  総合評価点のもっとも高いものを受託候補者とし、以下総合評価点の順に

次点者とする。 

  総合評価点同点者が２者以上あった場合は、技術評価点の高いものを上位

とする。 

  この場合において、技術評価点が同点の場合は、くじ引きにより順位を決

定する。 


